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　恒例の新春講演会は、プラザ菜の花を会場に Zoom を用いたオンライン参加と組み
合わせてハイブリッド開催としました。千葉県計量検定所阿久津所長にご来賓として
ご出席いただき、講演としては２題、千葉県庁環境生活部廃棄物指導課高橋副主査か
ら「PCB（ポリ塩化ビフェニル）の含有が疑われる廃棄物の分析について」、SH ＆ E 
Quest　津上技術士事務所津上代表から「新たな化学物質管理（自律的管理）」に関す
るご講演をいただきました。また、千葉県計量検定所樋爪上席計量員から「千葉県計
量検定所からの連絡事事項」をお知らせいただきました。
　例年、新春講演会に続けて開催していました賀詞交歓会については、会員相互の懇
親を深める貴重な機会となっていましたが、飲食を伴う会合は現時点では時期尚早と
して開催を見送りました。　　　　　　　　　　　　　　　　

１．日時　　2023 年 1 月 27 日（金）　14 時 00 分～ 17 時 00 分
２．会場　　プラザ菜の花：４Ｆ「槇１・槙２」　　千葉市中央区長洲１－８－１
３．スケジュール
　　（１）　受付　　　　　　　　　13：30 ～ 14：00
　　（２）　新春講演会　　　　　　14：00 ～ 17：00
　　　　①開会
　　　　②会長挨拶　　千葉県環境計量協会　会長　津上　昌平
　　　　③来賓挨拶　　千葉県計量検定所　所長　阿久津　和司　様
　　　　④ 【講演１】　  14：15 ～ 15：15
　　　　　　「PCB（ポリ塩化ビフェニル）の含有が疑われる廃棄物の分析について」
　　　　　　　千葉県庁環境生活部廃棄物指導課指導企画班副主査　高橋　良　様
　　　　⑤【講演２】　  15：20 ～ 16：20
　　　　　　新たな化学物質管理（自律的管理）について
　　　　　　厚生労働省「職場の化学物質等の管理のあり方に関する検討会」
　　　　　　報告書の概要と事業者の対応
　　　　　　　SH ＆ E Quest　津上技術士事務所　代表　津上　昌平　様
　　　　⑥千葉県計量検定所からの連絡事項　　16：20 ～ 16：50
　　　　　　　千葉県計量検定所総務企画課上席計量員　樋爪　紀子　様
　　　　⑦閉会　千葉県環境計量協会　副会長　野口　康成

□□□□　新春講演会　（賀詞交歓会は開催見送り）

検定所所長　阿久津様津上会長　挨拶 野口副会長　閉会挨拶
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新春講演会　参加者一覧    

来賓　所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名
1　 千葉県計量検定所　所長 　　　　　　　　　　　　阿久津　和司
2　 千葉県計量検定所　総務企画課上席計量員　　　　　　　茂木　洋平
3　 千葉県計量検定所　総務企画課上席計量員　　　　　　　樋爪　紀子 

講演者　所属　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 
1　 千葉県庁環境生活部廃棄物指導課指導企画班　副主査　　高橋　良 
2　 SH ＆ E Quest 津上技術士事務所　代表　　　　　　　　　津上　昌平

千環協理事　事業所名  　　　　　　　　　　　　参加者名　会場　zoom
1　 有限会社ケーズオフィス 　　　会長　　　　　　　津上　昌平　 ○
2　 株式会社太平洋コンサルタント 　　　副会長　　　　　　野口　康成　 ○
3　 株式会社加藤建設　　　　　　　　　副会長　　　　　　平山　千恵子 ○
4　 株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ　総務委員長　　　　安田　喜孝　 ○
5　 日鉄環境株式会社　　　　　　　　　教育・企画委員長　箭内　朋子　 ○
6　 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　　技術委員長　　　　野田　典広　 ○
7　 株式会社コスモス　　　　　　　　　広報・情報委員長　柴田　美保子 ○
8　 　　　　　　　　　　　　　　　　　顧問　　　　　　　内野　洋之　 ○

出席者　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者名　会場　zoom
1　 イカリ消毒株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　勝又　俊郎　　　 ○
2　 株式会社出光プランテック千葉　　　　　　　　　　　　剣持　剛　　　　 ○
3　 株式会社環境測定センター　　　　　　　　　　　　　　小野　博利　　　 ○
4　 株式会社合同資源  　　　　　　　　　　　　宗田　由梨枝 　 ○
5　 株式会社太平洋コンサルタント 　　　　　　　　　　　　太田　憲成　 ○
6　 株式会社太平洋コンサルタント 　　　　　　　　　　　　髙野　淳　　 ○
7　 株式会社千葉分析センター　　　　　　　　　　　　　　末松　大司　 ○　
8　 株式会社千葉分析センター　　　　　　　　　　　　　　村松　加奈　　　 ○
9　 中外テクノス株式会社  　　　　　　　　　　　　足立　大典　　　 ○
10   中外テクノス株式会社  　　　　　　　　　　　　小野　諭一郎 ○
11   株式会社中研コンサルタント　関東技術センター　　　　中村　顕一　　　 ○ 
12   月島機械株式会社  　　　　　　　　　　　　鈴木　健治　　　 ○
13   月島機械株式会社  　　　　　　　　　　　　森　彰宏　　　　 ○
14   月島機械株式会社  　　　　　　　　　　　　日良　聡　　　　 ○
15   東京パワーテクノロジー株式会社　　　　　　　　　　　松本　崇　　 ○
16   東京パワーテクノロジー株式会社　　　　　　　　　　　錦織　睦美　 ○
17   東京パワーテクノロジー株式会社　　　　　　　　　　　飯田　勝仁　 ○
18   株式会社日立産機ドライブ・ソリューションズ　　　　　西村　欣也　 ○
19   公益社団法人船橋市清美公社　　　　　　　　　　　　　水上　哲志　 ○
20   公益社団法人船橋市清美公社　　　　　　　　　　　　　橋本　久　　 ○
21   株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング　　　　中嶋　陽一　　　 ○
22   株式会社ユーベック   　　　　　　　　　　　　黒瀬　高章　　　 ○
23   菱冷環境エンジニアリング株式会社　　　　　　　　　　酒井　靖子　 ○
24   菱冷環境エンジニアリング株式会社　　　　　　　　　　山﨑　詩織　 ○
25   有限会社ケーズオフィス 　　　事務局　　　　　　川添　公貴　 ○
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新春講演会　【講演１】　
　  演題　：「PCB（ポリ塩化ビフェニル）の含有が疑われる

　                 廃棄物の分析について」

  　講演者：千葉県庁　環境生活部廃棄物指導課指導企画班

　　　　　   副主査　高橋　良　様

　　【概要】

　　高濃度 PCB 廃棄物の処分期限が迫ってきた。

●高濃度 PCB 廃棄物中間貯蔵・環境安全事業株式会社 (JESCO)

 ・変圧器・コンデンサー等：《処分所》東京 PCB 処理事業所

　【処分期間】　　令和 4 年 3 月 31 日まで 

　【計画的処理完了期限】　　令和 5 年 3 月 31 日 

・安定器及び汚染物等：《処分所》北海道 PCB 処理事業所

　【処分期間】　　令和 5 年 3 月 31 日まで

　【計画的処理完了期限】　　令和 6 年 3 月 31 日

●低濃度 PCB 廃棄物

 ・無害化処理認定施設等

　【処分期間】　　令和 9 年 3 月 31 日まで

高濃度 PCB 試薬の保管についての連絡があった。

令和 4 年 3 月 25 日に環境省から環循施発第 2203251 号 「試験研究等の用に供する

ため保管される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱いに関する留意事項につい

て」という通知が発出された。

公共用水域の水質監視や行政検査、生物への毒性影響に係る研究 等に用いられてい

る高濃度 PCB 試薬は、処分期間を徒過しても 違法状態とは解されず、当然に改善命

令や代執行の対象とは すべきではない。

●本通知が適用できるかどうか、あらかじめ都道府県知事が事業者に対して事業計画

の提出を求め、その内容を確認することにより判断することとされている。 

令和 4 年 3 月 31 日に千葉県から通知済み。（千環協 WEB 2022 年 3 月 31 日付け掲載）

●事業廃止後、保管事業者として遅滞なく自ら処分又は処分委託を行うことが必要と

なる。

最後に、千葉県環境計量協会の会員へ県から下記のお願いがあった。

現在、県は処分期限を迎える高濃度 PCB 廃棄物の処分指導が中心となっているが、

令和 5 年度からは、令和 8 年度末の低濃度 PCB 廃棄物の処分に向け、処分指導を強

化していくことになる。千葉県環境計量協会の会員への PCB 分析依頼も増加するこ

とになるため、御協力のほどよろしくお願する。
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　演題　：新たな化学物質管理（自律的管理）について

　　　　　厚生労働省「職場の化学物質等の管理のあり方に

　　　　　関する検討会」報告書の概要と事業者の対応

　講演者：SH&E Quest 津上技術士事務所 代表　津上 昌平 様

　【概要】

　・職場において数多くの化学物質の取扱いがあるが、法規制

　　等の対象は一部に限定されている。

　・規制対象物質以外でも有害性があり（又は不明）、労働災

　害につながる事例も数多く（全体の約８割）報告されており、　

　従来の特化則等の特別規則での規制には限界があると考えられる。

 ・これらの状況を踏まえ、厚生労働省において 2019 年から有識者による検討会が開

　催され、2021 年 7 月に報告書が公表された。

 ・この中で化学物質規制体系が大きく見直され、今後は「自律的な管理」を基軸とす

　る規制への移行が進められることとなった。

 ・化学物質の自律的管理のための管理体制の整備と、専門人材の確保・育成が今後大

　きな課題となる。

　最後に、「新たな化学物質規制に関するチェックリスト」の紹介があった。
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連絡　：「千葉県計量検定所からの連絡事事項」

　　　　千葉県計量検定所　総務企画課　　上席計量員　樋爪　紀子　様

【概要】

1 令和 4 年度立入検査の結果について

　(1) 実施期間 令和 4 年 10 月 4 日 ( 火 ) から 11 月 21 日 ( 月 ) 

　(2) 事業者数 14 事業者

　(3) 検査結果 文書指導 8 事業者、口頭指導 4 事業者 

　(4) 主な指摘事項

　　・登録申請書記載事項変更届未提出

　　 ・特定計量器の検定未受検

　　 ・ドラフト設置なし、活性炭等の処理設備なし

　　 ・JCSS 標準物質不使用

　　 ・計量証明書の発行方法 ( 外部委託 ) が不適切

　　 ・滴定溶液のファクターを確認していない

2 令和 5 年度計量証明検査の実施について

　(1) 実施期間 令和 5 年 4 月 24 日 ( 月 )~26 日 ( 水 )(3 日間 ) 

　(2) 検査対象 ガラス電極式水素イオン濃度指示計、騒音計

　(3) 受検前に確認しておくこと

　　・外観及び作動状況 ・検定有効期間が経過していないか

　　 ・騒音計は本体とマイクロホンの組み合わせが正しいか

　(4) 免除について 

　1 令和 4 年 10 月から令和 5 年 3 月の間に検定証印又は基準適合証印を付された

　　特定計量器→計量証明検査免除 

　2 令和 5 年 4 月から令和 5 年 9 月までに検定有効期限が到来する特定計量器

　　→令和 5 年 4 月中の検定合格により、計量証明検査免除
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